
三次市立三次中学校生徒指導部 

三次市立三次中学校 生徒指導だより                        第 ７ 号 

 

令和５年 ７月 ２０日（木） 

夏休みの生活についてのお願い 

夏休みは，開放的な雰囲気から生活習慣が乱れ，トラブルに巻き込まれやすい時期でもあります。ま

た，水の事故が懸念される時期でもあります。 

こうしたことから，学校でも，「夏休みのしおり」を中心に生活についての指導を行いますが，ご家庭

でも夏休みの意義や安全で充実した生活を送ることができるよう指導をお願いします。 

特に，次のことを中心にご家庭で生徒と確認をしてください。 

※ ご家庭で確認していただきたいこと 

１ 日常生活について 
 

(1) 社会生活のきまりを守ることについて 

・命の危険に関わる行動は絶対にしないこと。特に生徒だけで川で遊ぶことは禁止します。 

・飲酒・喫煙，暴力行為，万引きなど法に触れる行為は絶対にしないこと。 

(2) 外出について 

・外出先でトラブルに巻き込まれるケースが増えているため，公共の場における服装やマナーを

守ること。 

・公共施設等を利用する場合は，許可を受けて規程（ルール）を守って利用すること。 

・外出時には，事前に行き先や帰宅時間等を家の人に知らせること。 

・生徒だけで市外への外出をしないこと。 

・生徒だけで娯楽施設や飲食店に入らないこと。 

(3) 「インターネット・携帯電話」等について 

・インターネットや携帯電話に依存しないこと。 

※時間を決めて使うこと。 

※ストップ９を守ること 

・出会い系サイト等の有害情報には接続しないこと。 

・ラインやＳＮＳなどのトラブルに十分配慮すること。 

・掲示板やブログ等に，誹謗中傷はもとより，誤解を招く文章を書きこまないこと。 

（ 防犯教室でも指導していただいた通り，犯罪になります。） 
 

２ 交通安全について 

(1) 交通事故に巻き込まれないよう，ルールを守って行動をすること。 

(2) 車やオートバイの無免許運転をしないこと。 

(3) 自転車に乗るときにはヘルメットを着用する等，ルールを守ること。 

※ 被害等にあった場合には，必ず警察と学校へ連絡しましょう。 

 

夏休みを安心・

安全に過ごし，元

気な姿で２学期み

なさんに会えるこ

とを楽しみにして

います！ 

 


